
 

潮潮干干狩狩りりをを楽楽ししむむ時時のの注注意意ととおお願願いい  
 
 

 愛知県は全国有数のアサリ生産県です。この高い生産力は、私たち採貝漁業者による資源の

保護や漁場の管理などの取組みによって成り立っています。 

 この大切なアサリ資源を守り、これからも永続的に利用していくためには、遊漁者の皆さん

の協力が不可欠です。何卒ご理解ご協力をお願いします。 

 

 

 まんが（じょれん、かくわ、手まんが、ミニまんが、網付くまで）等の効率的にアサリ

を獲る漁具は、使用禁止です。（県漁業調整規則第４２条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
殻長2.5cm以下 のアサリを獲ってはいけません。 

（同規則第３７条） 

 

 はじめに 

 愛愛知知県県内内でで  

その理由は？ 乱獲防止と、より多くの方に潮干狩りを楽しんでいただくためです。 

※上記の例にないものでも、網・かごに類する機能を備えたもの、一連の動作 
に組するものは使用できません。 

 禁止漁具 

 大きさの制限 

その理由は？ 資源保護のためです。 


